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義

媒

人

豊
後

藝
州

伊
豫

讃
岐

阿
波

高

木

冨

四
郎
　

中

久

保

坂

三
　

河

野

卯

之

一
　

安

藤

己
之

市

画

相

原

彦

太

郎

圃

右
立
會
之
上
今
回
更
に
坑
夫
に
舜
進

致
さ
せ
候
間
后
後
何
國
諸
鑛
山
へ
流
回
仕

り
候

へ
ど
も
不
悪
御
引
立
御
支
際
之
程
伏
て
奉
懇
願
候

敬
白

明
治
四
十
二
年
六
月
十
三
日

福
岡
縣
鞍
手
郡
笠
松
村

(
満
之
浦
人
事
係
之
印
章

)

満
之
浦
礦
業

所

画

福
岡
縣
鞍
手
郡
笠
松
村

(筑
前
満
之
浦
本
坑
交
際
所
加
藤
飯
場
Z
印
)

満
之
浦
本
坑

鑛

夫
飯
場

一
統

匠

大
日
本
帝
國
諸
鑛
山
友
子

御
中

佐
賀
新
聞
大
正
期
炭
坑
記
事

三(

町

田

保

次

大
正
三
年
六
月
二
十
三
日

補
充
兵
の
罰
金

杵
島
郡
北
方
村
杵
島
炭
坑

谷
口
栄
助
は
陸
軍
補
充
兵
な
る
が
、
去
る
四

月
十
日
原
籍
地
長
崎
県
東
彼
杵
郡
佐
見
村
小
樽
を
無
断
に
て
現
住
所
に
来
り

た
る
ま
ま
其
の
筋
に
届
出

で
ざ
る
よ
り
、
昨
日
罰
金
五
円
に
処
せ
ら
る
。

か
な

や

大
正
三
年
六
月
二
十
四
日

豊
前

金
谷
新
坑
椿
事

去
る
二
十
日
午
前
七
時
頃
福
岡
県
田
川
郡
神

田
村
な
る
金
谷
炭
坑

の
坑
内

一
部
雨
水
浸
潤
し
て
陥
落
し
雨
水
坑
内
に
浸
入
せ
る
為
め
、
作
業
中
な
る
坑

夫
六
三
名
は
無
惨
の
溺
死
を
遂
げ
た
る
大
椿
事
あ
り
。
元
来
同
坑
付
近
の
畑

地
は
例
年
梅
雨
期
に
入
る
と
覆
水
す
る
こ
と
も
稀
な
ら
ず
、
本
年
も
雨
季
に

入
り
降
り
続
く
雨
は
十
九
日
よ
り
い
よ
い
よ
激
じ
ん
を
き
わ
め
、
同
坑
の
機

関
部
の
真
下
よ
り
約
数
町
に
亘
る
間
は
全
く
湖
水

の
観
を
な
し
、
濁
水
と
う

と
う
と
し
て
涯
り
去
る
有
様
は
す
ざ
ま
じ
き
を
加
え
た
る
が
、
二
十
日
朝
七

時

に
至
り
坑

口
よ
り
東
南
方
約

「
二
〇
間
の
位
置
に
あ
る
畑
地
の

～
部
俄
然

陥
落
し
た
り
。
而
し
て
陥
落
地
の
輻
員
は
直
径
約
四
間
に
し
て
円
形
を
な
し
、

陥
落
の
時
刻
よ
り
約
十
四
、
五
分
間
は
方
十
間
も
あ
ら
ん
か
と
思
は
る
る
大

渦
を
巻
き
音
響
を
発
し
、
更
に
其
付
近
に
も
猛
然
た
る
噴
水
を
見
る
に
至
り

た
る
が
、
此
穴

は
漏
斗
の
如
く
雨
水
を
引
込
ん
で
坑
内
本
卸
及
び
左
右
各
方

面

の
坑
道
は
各

一
面
に
浸
水
し
十
数
分
の
後
全
部
満
水
し
た
れ
ば
、
当
日

一

番
方
と
し
て
午
前
四
時
に
入
坑
し
た
る
六
三
名
は
関
係
方
面
に
赴
、
夫
々
従

事
中
な
り
し
も
の
に
し
て
、
是
等
は
前
記
の
猛
烈
な
る
水
勢
に
圧
迫
せ
ら
れ
咄

(八
.二
頁
へ
つ
づ
く
)



に

項

目

を

設

け

記

録

す

る

こ

と

と
す

る

Q

)

更

生

会

社

の
適

用

と

い
う

特

異

な

過
程

を

通

っ
た

と

は

い
え
、

こ

の
炭

鉱

は
経

営

者

の
交

替

、

更

生

計

画

の
挫

折

と

い

う

中

小

炭

鉱

の
典

型

的

な
歴

史

を

た

ど

つ

て
閉

山

し

た
。

そ

の
中

で
明

ら

か

に
指

摘

で

き

る

の
は
、

e

従

業

員

は
、

賃

金

の
遅

配
、

失
業

、

失

業

保

険
、

厚

生

年

金

は

給

料

か

ら

天

引

き

さ

れ

て
も
、

掛

金

が
支

払

わ

れ

て
な

い

と

い

う

状

態

に
転

落

す

る

。

⇔

周

辺

の
住

民

は
地

下
採

掘

と

い
う
、

国

が
採

掘

を
許

可

し

た

事

業

に
対

し
、

自

か

ら

が

鉱

害

債

権

の
申

請

を

し

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
、

の
み

な

ら

ず

科

学

的

な

証

明

ま

で
す

る
必

要

が

あ

る

。

口

債
権

者

の
う

ち

、

担

保

権

等

を

持

た

な

い

弱

少
業

者

ほ

ど
、

借

金

は
清

算

し

て
貰

え

な

い
、

と

い
う

こ

と

で
あ

る

Q

(
未

完

)

(七
四
頁
よ
り
)

嵯
の
問
と
て
逃
げ
場
を
失
ひ
て
遂

に
溺
死
を
遂
げ
た
る
次
第
な
る
が
、
六
三

名
中
本
県
人
は
西
松
浦
郡
山
代
村
吉
原
佐
熊

(三
五
)
も
加
は
り
居
た
り
。

尚
二
十

一
日
十
四
吋
の
ポ

ン
プ

一
台
に
て
午
前
九
時
よ
り
排
水
に
着
手
し
、

残
余
の
工
夫
等
は
事
務
員
指
揮

の
も
と
に
同
坑
と
連
絡
せ
る
旧
坑
の

}
部
を

開
き

、
此
処
に
も
ポ
ン
プ
を
据
付
け
排
出

に
着
手
し
、
同
夜
十
二
時
過
ぎ
に

は
深
さ
十
二
、
三
間
の
水
を
排
出
し
得
た
れ
ば
、

一
同
は
愁
眉
を
開
き
此
模

様
に
て
は
屍
体

の
搬
出
も
近
き
に
あ
ら
ん
と
打
喜
び
た
る
甲
斐
も
な
く
、
二

十

二
日
午
前

一
時
過
ぎ
に
至
り
又
も
降
り
出
し
、
篠
を
乱
し
て
恰
も
変
災
の

起
り
し
当
日
の
如
く
何
時
し
か
付
近

一
帯
の
田
も
畑
も
水
を
以
て
覆
は
れ

、

次
第

に
土
俵
の
高
さ
を
凌
ぎ
折
角
減
水
せ
る
坑
の
中
に
再
び
流
れ
入
り
来
り
、

ポ

ン
プ
も
効
を
奏
せ
ず
坑
内

一
面
に
満
水
し
た
り
と
。

大
正
三
年
六
月
二
十
五
日

掃
除
婦
の
横
死

杵
島
郡
北
方
村
杵
島
炭
坑
第

二
坑
十
三
塚
居
住
人
通
掃
除
婦

富
永

ツ
子

(
四
八
)
は

一
昨
二
十
三
日
午
後
三
時
頃
作
業
中

、
第

二
号
の
人
道
巻
脇
に
於

誤

っ
て
二
号
線
人
車
道
の
差
箱
に
触
れ
重
傷
を
負
ひ
、
直
に
第
二
坑
病
院
へ

収
容
応
急
手
当
を
施
し
た
る
も

、
終
に
死
亡
せ
り
。

大
正
三
年
六
月
二
十
七
日

補
充
兵
の
科
料

佐
賀
郡
南
川
副
村
鹿
江
生
れ

市
内
伊
勢
屋
町
矢
ケ
部
力
松
、
全
西
川
副

村
小
々
森
生
れ

市
内
厘
外
町
本
村
貞
平
、
福
岡
県
八
女
郡
豊
岡
村
生
れ

当

時
杵
島
郡
北
方
村
杵
島
炭
坑
吉
富
作
次
郎
、
長
崎
県
北
松
浦
郡
山
口
村
横
手

生
れ

当
時
佐
賀
郡
神
野
村
多
布
施
青
井
順

一
は
何
れ
も
陸
軍
補
充
兵
な
る

に
拘
ら
ず

、
無
断
本
籍
地
を
離
れ
十
四
日
以
上
を
経
過
す
れ
ど
も
届
出
で
ざ

り
し
に
よ
り
て
、
各
科
料
五
円
に
処
せ
ら
る
。

(九
六
頁
へ
つ
づ
く
)



御
座
候
由
役

～
ひ
相
達
候
得
者
、
是
又
百
目
被
為
増
当
暮
ぷ
弐
百
匁

ツ
～
相
納

候
通
可
被
仰
付
玖

右
之
通
吟
味
仕
候
、
如
何
可
被
仰
付
哉
請
御
意
候
以
上

申
十
二
月

貴
札
致
初
見
候
、
西
岡
八
郎
兵
衛
ダ
居

や
し
き
付
請
山
之
内
石
炭
堀
方
、
掬
又

四
下
村
る
野
請
之
内
石
炭
堀
方

之
義
、

筋

～
願
書
差
出
候
付
而
別
紙
御
書
越

之
通
被
遂
御
吟
味
候
由

一
松
瀬
山
之
内
赤
石
場
、
且
四
下
村
野
請

之
内
石
炭
場
、
依
頼
差
免
被
置
候
、
右

両
所
御
運
上
増
方
之
義
別
紙
御
書
越
之
通
被
遂
御
吟
味
候

右
彼
是
承
知
之
達
御
殖
候
処
御
吟
味

之
通
被
仰
出
候
恐
憧
謹
言

申
十
二
月

中
西

源
兵
衛

梶
原

嘉
兵
衛

多
久
内
蔵
介

様

此
処
に
改
め
て
登
場
す
る
中
西
源
兵
衛

、
梶
原
嘉
兵
衛
は
、

「
御
屋
形
日
記
」

に
よ
れ
ば

「大
目
附
兼
而
梶
原
嘉
兵
衛
」

「
御
勝
手
方
心
遣
兼
而
中
西
源
兵
衛
」

で
あ
る
。

、

(八
三
頁
よ
り
)

大
正
五
年
七
月
六
日

唐
津
石
炭
産
出
高

六
月
中
唐
津
各
炭
山

の
産
出
額
は
六
八
、
〇
九
二
ト
ン
に
し
て
、
之
を
五

月
中

の
六
七
、
九
九
〇
ト
ン
に
比
す
れ
ば

一
〇
二
ト
ン
の
増
加
な
り
。

五
月

は
日
数

に
於
て
六
月
よ
り

一
日
の
差
あ
る
に
拘
ら
ず
格
別
の
増
減
な
き
よ
り

見
れ
ば
、
各
坑
と
も
浸
水
杯
の
災
害
な
か
り
し
を
詮
明
す
る
も

の
と
云
ふ
べ

し
。

大
正
三
年
七
月
九
日

検
事
局
押
送

△
佐
賀
郡
川
上
村
川
上
生
れ
杵
島
郡
北
方
村
志
久
杵
島
炭
坑

中
野
佐
吉

(=
=

)
は
治
安
警
察
法
違
反
に
て

…
…
…

昨
日
検
事
局
送
り
と
な
る
。

大
正
三
年
七
月
十
日

坑
夫
の
変
死

東
松
浦
郡
北
波
多
村
大
字
岸
山
芳
谷
炭
坑
納
屋
坑
夫

木
崎
リ
エ
（
一九
)

は
去
る
七
日
午
後
五
時
半
頃

、
採
炭
事
業

に
従
事
中
、
不
図
坑
壁
墜
落
し
頭

部
を
破
砕
し
直
に
医
師

の
治
療
を
受
け
た
る
も
遂
に
死
亡
せ
り
。

大
正
三
年
七
月
十

一
日

石
炭
試
掘
出
願

佐
賀
郡
川
上
村
久
留
間
よ
り
小
城
郡
三
日
月
村
に
亘
り
石
炭
鉱
脈
あ
る
見

込

に
て
、
先
般
来
数
件
の
試
掘
願
を
本
県
庁

へ
提
出
せ
し
者
あ
り
と
。

大
正
三
年
七
月
十
三
日

採
掘
許
可

東
松
浦
郡
唐
津
町
田
代
政
平
氏
の
出
願
に
係
る
小
城
郡
北
多
久
村
石
炭
鉱

一
四
五
、
四
〇
〇
坪
の
採
掘
鉱
区
増
加
願
は
許
可
さ
れ
た
り
。

二

二

五
頁

へ
つ
づ

く

)



有
力
な
商
社
と
石
炭
売
買
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て

(佐
賀
県
立
図
書
館
蔵
明

治
行
政
資
料

「
三
菱
商
社
石
炭
条
約
」
の
中
に
石
炭
稼
人
惣
代
田
代
米
吉
と
あ
る

の
は
穴
獄
炭
坑
の
坑
業
人
米
吉
で
あ
る
)
小
炭
坑
の
坑
業
人
も
、
石
炭
の
需
要
増

大
に
応
じ
て
安
定
し
た
出
炭
に
よ

っ
て
経
済
社
会
で
対
等
に
取
引
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の

一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
し

て
、

「
石
炭
方
合
併
社
」
に
立
川
村
坑

業
人
田
代
政
平
ほ
か
五
人

(明
治
十
八
年
十
月
署
名
)
が
参
加
し
て
い
る
。
資
金

の
調
達
に
も
新
し
い
動
き
が
起
き
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

(完
)

〔
後
記

〕

石
坂
問
屋
の
資
料
以
外
に
は
次

の
資
料

・
文
献
を
参
考

・
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い

た

。
『
鉱
山
志
料
調

』

(佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
)

『
明
治
行
政
資
料

』

(
同

右
)

『
厳
木
町
史

』

(厳
木
町
教
育
委
員
会
編
)

『
伊
万
里
市
史

』

(伊
万
里
市
編
)

川
内
昇
著

『
多
久
石
炭

の
話

』

(多
久
市
刊
行
)

(九
六
頁
よ
り
)

大
正
三
年
七
月
十
五
日

狂
人
炭
車

に
刎
飛
ば
さ
る

東
松
浦
郡
相
知
村
三
菱
相
知
炭
坑
々
夫
石
橋
市
太
郎

(
五
〇
)
は
豫
て
精

神
に
異
常
を
呈
し
居
た
る
が
、
去
る
十
三
日
家
人
の
制
止
を
も
聞
か
ず
し
て

家
出
し

、
午
前
八
時
五
〇
分
頃
相
知
駅
よ
り
西
方

一
哩
十
五
鎖
余
の
個
所
に

架
設
し
あ
る
鉄
橋
上
を
渡
行
中

、
相
知
駅
全
八
時
四
〇
分
発
下
り
炭
車
進
行

し
来
り

、
ア
ハ
ヤ
と
言
う
間
も
な
く
該
車
に
刎
飛
ば
さ
れ
二
五
尺
余
下
方
の

河
中
に
墜
落
し
脳
し
ん
と
う
を
起
し
死
亡
せ
り
と
。

大
正
三
年
七
月
十
七
日

治
安
警
察
法
改
正

治
安
警
察
法

の
改
正
に
関
し
て
は
、
目
下
安
河
内
警
保
局
長
及
び
河
原
田
.

後
藤
両
書
記
官
主
と
し
て
欧
米
に
お
け
る
新
制
度
に
つ
き
鋭
意
調
査
中
な
る

が

。

尚
改
正

の
要
点
は
屋
外
集
合
屋
内
集
合
の
届
出

、
結
社
の

自
由
等
を
始
め
風
俗
壊
乱
危
険
思
想
の
取
締

、
人
権
の
擁
護
其
他
広
く

一
般

に
亘
り
て
口
を
施
し
、
法
律
の
許
す
範
囲
内
に
於
て
可
及
的
改
正
寛
大
に
な

す
筈
な
り
と
。

大
正
三
年
七
月
十
九
日

補
充
兵
訴

へ
ら
る

杵
島
郡
北
方
村
志
久
杵
島
炭
坑
富
重
末
松

(
二
三
)
、
全
佐
藤
仲
市

(
二
三
)

は
敦
れ
も
陸
軍
補
充
兵
に
し
て
、
本
籍
地
を
出
発
し
て
現
住
所
に
来
り
手
続

き
を
な
さ
ざ
り
し
た
め
昨
日
告
発
さ
る
。

大
正
三
年
七
月
二
〇
日

九
鉄
里
程
表

九
州
鉄
道
管
理
局
管
内
の
総
里
数
は
、
去
五
日
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
七
〇

五
哩
四
分
外

に
貨
物
線
平
均
二
七
哩
に
し
て
之
を
細
別
す
れ
ば
、
鹿
島
線
二

八
二
・
八
・
長
崎
線

一
四
三

・
七
、
豊
州
線
一
三

一
.
三
、
筑
豊
線
七
五

.

九

、
宮
崎
線
四

一
・
○
、
川
内
線
三
〇

.
七

右

の
中
鹿
児
島
線
中
に
は
同
本
線

、
室
木
線
、
篠
栗
線

、
宮
地
線
、
三
角
線

を
含
み


